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千葉市教育委員会 



 

平成２１年千葉市教育委員会会議第１０回定例会会議録 

 

日時 平成２１年１０月２１日（水） 

    午後２時００分開会 

    午後３時２０分閉会 

場所 教 育 委 員 会 室 

 

 

出席委員 委 員 長 津田 英彦 

     委 員 岩沼 静枝 

     委 員 内山 英夫 

     委 員 梅谷 忠勇 

     委 員 和田 麻理 

     教 育 長 志村  修 

 

出席職員 教 育 次 長 平賀  周  保 健 体 育 課 長 嶋田 信昭 

教 育 総 務 部 長 青葉 正人  教育センター所長 山下 正敏 

学 校 教 育 部 長 岩切  裕  養護教育センター所長 宮田  浩 

生 涯 学 習 部 長 河野 正行  生涯学習振興課長 宇留間 正 

総 務 課 長 森島 俊之  社 会 体 育 課 長 井谷 芳明 

教育総務部参事（企画課長事務取扱） 山﨑 正義  青 尐 年 課 長 三野宮純一 

学 校 財 務 課 長 伊藤 太一  中 央 図 書 館 長 作田 明雄 

学 校 施 設 課 長 豊田 滋貴  総 務 課 総 括 主 幹 初芝  勤 

学 事 課 長 吉田  進  学 事 課 調 整 主 幹 山田 輝夫 

教 職 員 課 長 時田  猛  生涯学習振興課調整主幹 山根 正美 

指 導 課 長 小寺 道明  総 務 課 主 幹 大崎 賢一 

 

書  記 総 務 課 長 補 佐 内山  健  総 務 課 経 理 係 長 髙橋 義浩 

     総務課委員会係長 小池 正彰  総 務 課 人 事 係 長 中尾 嘉之 

     総 務 課 総 務 係 長 南  久志  総 務 課 主 事 犬飼  綾 



 

１ 開会 

津田委員長より開会を宣言 

２ 会議の成立 

全委員の出席により会議成立 

３ 会議録署名人の指名 

津田委員長より梅谷委員を指名 

４ 会期の決定 

平成２１年１０月２１日（１日間）ということで全委員異議なく決定 

５ 議事日程の決定 

議事日程を全委員異議なく決定 

６ 会議録の承認 

平成２１年第８回定例会会議録を全委員異議なく承認 

７ 議事の概要 

(1) 非公開事項の決定 

  議案第５０号を非公開審議とする旨決定 

(2) 報告事項 

  報告事項 (1) 平成２１年第３回千葉市議会定例会について 

総務課長より報告があった。 

  報告事項 (2) 平成２２年度公立学校教員採用候補者選考（二次）受験状況につ

いて 

教職員課長より報告があった。 

  報告事項 (3) 平成２２年度小・中・特別支援学校管理職選考について 

教職員課長より報告があった。 

  報告事項 (4) 平成２０年度千葉市学力状況調査（千葉市独自実施分）の概要に

ついて 

指導課長より報告があった。 

  報告事項 (5) 第１６回千葉市スポーツ・レクリエーション祭について 

社会体育課長より報告があった。 

  報告事項 (6) ２００９国際千葉駅伝について 

社会体育課長より報告があった。 

(3) 議決事項 

  議案第４９号 平成２１年度末及び平成２２年度公立学校職員人事異動方針に

ついて 

教職員課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決し



 

た。 

  議案第５０号 千葉市図書館協議会委員の任命について 

中央図書館長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決

した。 

  議案第５１号 「真砂地区」及び「高洲地域」における千葉市立小学校及び中

学校の統合について 

企画課長より説明があった後、審議。全委員異議なく、原案どおり可決した。  

(4) 発言の要旨 

  報告事項 (1) 平成２１年第３回千葉市議会定例会について 

   津田委員長 総務課長、報告をお願いします。 

   総 務 課 長 報告事項(1)｢平成２１年第３回千葉市議会定例会について｣、

報告します。平成２１年第３回千葉市議会定例会は９月７日から

１０月５日までの会期で行われました。教育委員会に係る補正予算

議案が原案通り可決されたこと及び議案質疑、代表質疑の内容等

については、教育委員会会議第９回定例会で報告しましたので、そ

れ以降の経過について報告します。先ず、９月２８日から１０月２日

まで行われた一般質問ですが、議員２０人から質問の通告があり、

そのうち１２人の議員が教育委員会に対して質問を行いました。

主な質問内容ですが、「適応指導教室」、「地デジ対応テレビの導入」、「学

校施設の耐震化」、「スクールセクハラ」、「犢橋公民館の建て替え」、「特別

支援学校」、「生涯スポーツマスタープラン」、「新教育基本法と教科書

採択」、「言語障害児」、「外国人の児童・生徒」、「学校給食」、「学校教

育の政治的中立」、「尐人数指導・尐人数学級の推進」、「小中学校

のエレベータ保守点検」、「社会教育」等です。次に、平成２０年度決

算の認定についてですが、教育委員会に関わる「一般会計歳入歳出決

算」、「学校給食センター事業特別会計歳入歳出決算」、「公共用地

取得事業特別会計歳入歳出決算」については、決算審査特別委員会の

審査を経て認定されました。なお、第２回及び第３回千葉市議会

定例会で可決された、教育委員会に係る補正予算は、緊急経済対

策として編成された国の補正予算による補助金・交付金等を活用

したもので、９月１８日の閣議決定により執行見直し作業が行わ

れていたため執行が留保されていましたが、１０月１６日、最終

的な見直し結果が閣議決定され、すべて執行可能となりましたの

で報告します。 

  報告事項 (2) 平成２２年度公立学校教員採用候補者選考（二次）受験状況につ

いて 



 

   津田委員長 教職員課長、報告をお願いします。 

   教職員課長 報告事項(2)｢平成２２年度公立学校教員採用候補者選考（二

次）受験状況について｣、報告します。去る８月２１日～２３日

に、中学校・中高共通・高等学校・特別支援学校・養護教諭志願

者を対象として、８月２８日～３０日に、小学校の志願者を対象

として二次試験を実施しました。校種別の合格者数と倍率ですが、

「小学校」は合格者７８９人、２．６倍、「中高共通」は合格者

６８４人、５．２倍、全体では１，６２１人の合格者で、志願者

数６，２７２人に対して３．９倍の倍率でした。１０月９日に本

人宛に結果通知を発送しています。また、県教育委員会のホーム

ページにおいても、合格者の受験番号を掲載しています。なお、

今回から新たな試みとして、二次選考で不合格となった者の中で、

比較的成績上位であった者を、来年度優先的に講師として配置す

る「特別臨時的任用講師」の制度を設けました。４月から６月ま

での勤務状況が優秀であった場合は、一次選考を免除する特例を

設け、優秀な志願者の確保に努めることにしています。本市は、

来年度も今年度並みの２００人を超える採用が見込まれており、

１人でも多くの優秀な人材を確保したいと考えています。 

   津田委員長 「特別臨時的任用講師」の制度の適用を受ける者は何人程度を

想定していますか。 

   教職員課長 今年度の選考における対象者は２８５人を予定しています。そ

れらの者へは、結果通知とともに「特別臨時的任用講師」の希望

票を郵送しており、希望があれば、来年４月に優先的に講師とし

て配置する予定です。一次選考が７月に予定されていますので、

４月から６月までの３か月間の勤務状況について学校長からの

報告を受けた上で、受験意思があれば一次選考を免除し、３カ月

間の講師経験を活かして、８月の二次選考に臨んでいただくこと

となります。最終的な採用人数については特に想定していません。 

   津田委員長 この制度は千葉市独自の制度なのでしょうか。 

   教職員課長 他自治体において、同様の制度の実施事例は聞いていません。 

  報告事項 (3) 平成２２年度小・中・特別支援学校管理職選考について 

   津田委員長 教職員課長、報告をお願いします。 

   教職員課長 報告事項(3)｢平成２２年度小・中・特別支援学校管理職選考に

ついて｣、報告します。１１月１４日、１５日の２日間にわたり、

管理職選考試験を実施します。実施にあたり、本年６月に選考要

綱等関係書類を各学校に配付・通知し、９月１１日から１８日ま



 

での間に志願者の受付を実施したところ、校長候補者５９人、教

頭候補者９０人の志願がありました。志願者の所属校長へは、実

施要領等を通知したところです。なお、昨年度と同様、教育委員

会職員の管理職候補者についても、同日に同じ内容で実施するこ

ととしています。また、昨年来、昇進に係る選考についても、選

考の透明性・公平性に関心が向けられており、本年度は、選考終

了後に筆答問題を開示することにしていますが、これまで以上に

公平・公正な選考となるよう慎重に実施していきたいと考えてい

ます。 

  報告事項 (4) 平成２０年度千葉市学力状況調査（千葉市独自実施分）の概要に

ついて 

   津田委員長 指導課長、報告をお願いします。 

   指 導 課 長 報告事項(4)｢平成２０年度千葉市学力状況調査（千葉市独自実

施分）の概要について｣、報告します。本調査は児童生徒に基礎、

基本を身に付けさせ、学力の向上を図るために、平成１６年度か

ら実施しているもので、全市的な学力に関する調査を通して、各

教科の基礎、基本の定着状況等を把握し、指導上の課題を明らか

にするものです。調査の対象は、市内全小学校１２０校の３年生、

５年生及び中学校５７校の２年生、合計約２４，８００人です。

調査内容ですが、小学校は国語、算数、社会、理科の４教科と意

識調査、中学校はこれらに英語を加えた５教科と意識調査です。

正答率の評価基準については、調査に用いた千葉県標準学力検査

問題が変わっていないことから、平成１８年度の県平均正答率を

「目標通過率」として使用し、この平均正答率の±５％の範囲内

であれば「おおむね良好」としております。本年度の平均正答率

は全ての学年及び教科において目標通過率を上回り、学習の定着

状況は「おおむね良好」であると言えます。次に、意識調査の結

果の概要についてですが、学校や勉強に対する基本的な調査につ

いて、「そう思う」、「どちらかと言えばそう思う」と肯定的に

回答した児童生徒の割合を、直近３年間の経年比較で示していま

す。「学校が好きだ」、「勉強は大切だ」の質問について、肯定

的に回答する割合は、どの学年も高い傾向にあります。「学校の

勉強が好きだ」については、学年が進むに伴い肯定的な回答の割

合が低くなる傾向にありますが、本年度の調査結果は前年度より

向上しています。特に中学２年生の「そう思う」と回答した割合

が増加しています。教科の勉強がわかる割合については、多くの



 

教科で肯定的な割合が向上し、各学校での「わかる授業推進」の

取組みが効果を上げていることがうかがえます。次に、学校での

勉強や生活に関する意識ですが、「黒板の内容をきちんとノート

にとる」について肯定的に回答した割合はどの学年も９０％以上

で、「大切だと思ったことは黒板に書かれていなくてもノートに

メモする」については、学年の進行とともに高くなる傾向にあり、

中学生はほぼ６０％と、昨年度の調査結果よりも増加しています。

家庭での学習については、小学校３・５年生は、「宿題がないと

きでも毎日する」や「時々する」児童が７０％を超えている一方、

中学校２年生は約５６％と低くなることが課題と言えます。最後

に、意識調査と学力（正答率）の関連についてですが、質問に対

して、肯定的に回答するグループは正答率が高く、否定的な回答

をするグループは正答率が低くなる傾向がみられます。正答率が

最も高いグループと最も低いグループの差が大きいほど、学習や

生活の意識や実態が、正答率に大きく影響する要素であると考え

られます。差が大きく表れた項目は、「学ぶ意欲」、「家庭学習」、

「基本的な生活習慣」に関連する内容のもので、「学ぶ意欲」に

関する項目では、やる気を育てる、意欲を育てる等自己教育力を

育てることの重要性が再確認できる結果ととらえられます。「家

庭学習」に関する項目では、家庭学習における予習・復習の効用

は、学力向上に高い要素であること、また、「基本的な生活習慣」

に関する項目では、生活のリズムがきちんとしている児童生徒は

正答率が高い傾向にあります。これらのことより、学力の向上に

は、家庭との連携が大切になることがわかりますので、その重要

性について「教育だよりちば」を通じて各家庭に呼びかけていき

ます。また、今後の対応としては、調査結果を詳細に分析、考察

し、報告書としてまとめ各学校に配布するとともに、学校訪問や

教科主任研修会の際の指導に活用する等、指導改善に活かしてい

きます。 

   梅 谷 委 員 正答率について、例えばグループ分けをして、得点の高い者、

低い者の分布を整理していただき、どこに分布している子どもが

どのように変化しているのかということを整理したうえで、それ

ぞれの目的に合った指導上の課題を明らかにしてください。意識

調査については、「学校の勉強が好きだ」という子どもが中学２

年生で４割いるとのことですが、「そう思わない」６割の子ども

がどのようなことを考えているのか分析して、そこから、学校に



 

おいてどのような指導が必要なのかを考察していただきたいと

思います。学校現場でも大きな手掛かりとなるのではないでしょ

うか。 

   指 導 課 長 現在、従前の方法で分析作業中であるため、ただいまのご指摘

については、別途分析をかけてみたいと思います。昨年度も報告

書にまとめてありますが、それぞれの分析を受けて、教科ごとに

指導のポイントとして示してありますので、それらを活用して、

授業改善や「学校の勉強が好きだ」という児童生徒の割合が高く

なるようにしていきたいと考えています。 

   津田委員長 意識調査についても、学力調査と同様に％表示で、年度ごと

の推移が分かるようにしていただけると良いと思うので検討を

お願いします。 

   和 田 委 員 目標通過率を県の平均正答率に設定することで、県の現状との

相対的な評価は得られると思いますが、教育する側の立場として、

問題の内容に照らして、「この問題については何割程度の子ども

が理解しているべき」等の分析に基づく「市としての目標正答率」

を設定することも検討してください。また、文言について、意識

調査で「黒板の内容をきちんとノートにとる」、「問題について

よく考え、わかるまでがんばる」等の設問に対しての選択肢に「と

てもしている」とありますが、不自然に感じます。「いつもして

いる」等とした方が良いのではないでしょうか。 

   指 導 課 長 文言については、報告書にまとめるということで、ひとつの傾

向をくくるため、不自然な言葉が出てしまうのは否めないところ

ですが、ご指摘のように、できるだけわかりやすくなるように表

現等を工夫していきます。 

  報告事項 (5) 第１６回千葉市スポーツ・レクリエーション祭について 

   津田委員長 社会体育課長、報告をお願いします。 

   社会体育課長 報告事項(5)｢第１６回千葉市スポーツ・レクリエーション祭に

ついて｣、報告します。「千葉市スポーツ・レクリエーション祭」

は、平成５年度に千葉県で開催された「第６回全国スポーツ・レ

クリエーション祭」の千葉市版として、平成６年度より、本市体

育協会・レクリエーション協会・体育指導委員を中心に実行委員

会を組織し開催しており、昨年度は、役員・選手４，３２２人の

参加がありました。今年度は、１１月７日（土）・８日（日）の

２日間、ポートアリーナをメイン会場に、１０会場・１３種目で

実施します。小学生から高齢者までを対象として、個人・親子・



 

ペア・チーム等の様々な参加形式を設け、種目についても、ニュ

ースポーツ等レクリエーション的なものから、テニス等競技性が

高いものまで幅広く開催することで、多くの市民が参加できるよ

うに工夫しています。 

   内 山 委 員 募集人員を超過して抽選となるような場合はありますか。 

   社会体育課長 できるだけ幅広く受け入れるよう工夫していますが、種目によ

っては募集人員を超える場合があります。 

   津田委員長 怪我人が出たことはありますか。 

   社会体育課長 これまで大きな事故は起きていませんが、体を動かすことから、

捻挫や打撲等は何件か発生しています。 

   津田委員長 事故のないように気を付けて運営してください。 

  報告事項 (6) ２００９国際千葉駅伝について 

   津田委員長 社会体育課長、報告をお願いします。 

   社会体育課長 報告事項(6)｢２００９国際千葉駅伝について｣、報告します。

２１回目を迎える今年の大会も、世界にひとつの男女混合駅伝と

して開催します。１１月２３日（月・祝日）に千葉県総合スポー

ツセンター陸上競技場をスタート・フィニッシュとして、男女６

人で千葉市の中心街や幕張新都心の４２．１９５ｋｍを駆け抜け

ます。なお、スタート時刻は、午後１時７分を予定しております。

昨年は、日本は及ばずながら２位でしたが、優勝したエチオピア

が大会新記録を出すなど、大変見ごたえのある大会となりました。

今年も昨年同様、陸上競技場やコースの沿道で応援いただければ

と考えています。また、当日はサブイベントとして、中学生記録

会なども計画しています。 

  議案第４９号 平成２１年度末及び平成２２年度公立学校職員人事異動方針に

ついて 

   津田委員長 教職員課長、説明をお願いします。 

   教職員課長 議案第４９号「平成２１年度末及び平成２２年度公立学校職員

人事異動方針について」、説明します。本件は、千葉市教育委員

会組織規則第８条第４号の規定により議決を求めるものです。本

年度の異動方針では、一般方針等大きな変更点や追加事項はあり

ませんが、表記上で一部見直しを図りました。実施要項の「２ 広

域人事について（１）」で、小・中・特別支援学校における職員

構成について、これまでは「不均衡を是正するため」としていま

したが、特別支援教育を一層推進するため、管外との人事交流を

積極的に進めて人材を育成することが課題となっている現状か



 

ら、「人材の育成を図るため」との語句を追加しました。また、

「５ 新規採用者の配置について」ですが、これまで「定数超過

を生じさせないため」との文言がありましたが、児童生徒数の変

動を見通すことで自動的に教員定数も決まってくることから、こ

れを削除するものです。人事異動は、学校組織の活性化を図ると

ともに、各学校における教育活動の一層の充実・発展を図る基盤

となる条件整備と考えていますので、学校や職員の実情を把握し、

適正な配置に努めていきます。今後の予定ですが、１２月１日に

校長を対象とした異動方針説明会を開催したのち、異動事務を進

めていく予定です。 

  議案第５０号 千葉市図書館協議会委員の任命について 

   委 員 長 中央図書館長、説明をお願いします。 

   中央図書館長 議案第５０号「千葉市図書館協議会委員の任命について」、説

明します。委員の離任に伴い、図書館法第１５条の規定に基づき、

新たに委員を任命しようとするものです。任命年月日は平成２１

年１０月２１日、任命期間は平成２２年６月３０日まで、任命す

る者は、千葉市地域婦人団体連絡協議会代表 重松栄子です。協

議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書

館の行う図書館奉仕、いわゆる図書館サービスについて、館長に

対して意見を述べることを目的に、昭和４７年度に設置しました。

委員数は１０人、任期は２年間です。委員の構成は、学校教育関

係者、社会教育関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及

び学識経験者です。主な活動内容ですが、平成２０年度は協議会

を３回開催し、第 1 回では、１９年度事業の報告、２０年度事業

計画の協議並びに「これからの時代にふさわしい千葉市図書館サ

ービスの在り方について」の諮問文の手交及び諮問についての協

議、第２回では、図書館休館日の縮減と諮問事項の協議、第３回

では、２０年度事業経過の報告、２１年度事業計画の協議及び本

年３月２７日に図書館協議会委員長より答申を頂きました諮問

への答申案について協議を行いました。平成２１年度は、これま

でに１回の協議会を開催しており、２０年度事業の報告、２１年

度事業計画の協議及び「（仮称）千葉市図書館サービス推進計画」

骨子案についての協議を行いました。 

  議案第５１号 「真砂地区」及び「高洲地域」における千葉市立小学校及び中学

校の統合について 

   津田委員長 企画課長、説明をお願いします。 



 

   企 画 課 長 議案第５１号「『真砂地区』及び『高洲地域』における千葉市

立小学校及び中学校の統合について」、説明します。本件は、千

葉市教育委員会組織規則第８条第１７号の規定により議決を求

めるものです。学校適正配置については、平成１９年１０月策定

の「千葉市学校適正配置実施方針」に基づき話し合いを進めてき

ましたが、このたび、「真砂地区」及び「高洲地域」において統

合の合意がなされ、過日、教育長に要望書が提出されたことは、

教育委員会会議第９回定例会で報告したところです。具体的な要

望事項について説明します。先ず、「真砂地区」では、中学校の

統合については、（１）真砂第一中学校（以下、真砂地区に関す

る表記部分について、「真砂」を省略し「第○小学校・第○中学

校」という。）と第二中学校を統合し、統合校の場所を現・第一

中学校の位置とする。（２）隣接する第二小学校の敷地を統合校

の教育施設として活用する。小学校の統合については、（１）第

一小学校と第四小学校を統合し、統合校の場所を現・第二中学校

とする。（２）第二小学校と第三小学校を統合し、統合校の場所

を現・第三小学校の位置とするとの要望となっています。次に、

「高洲地域」については、（１）高洲第一小学校（以下、高洲地

域に関する表記部分について、「高洲」を省略し「第○小学校」

という。）と第二小学校を統合し、統合校の場所を現・第一小学

校の位置とすることとの要望となっています。なお、いずれの統

合校も平成２３年４月の開校が要望されています。この要望書の

内容を基本に、（１）統合後、将来にわたって学校規模が適正で

あること、（２）通学距離・安全性に問題がないこと、（３）地域

コミュニティに配慮し、バランスのとれた学校配置であること、

（４）学校施設の充実が図れること、（５）子どもたちの負担軽

減を図るため、統合までに十分な交流期間を確保することができ

ること、これらを重要な観点として要望書を評価した結果、いず

れも適切と認められるので、この内容で議決を求めるものです。

この統合により、各地域にバランスよく学校が配置されることに

なり、地域活動の拠点、防災上の拠点としてもうまく機能するも

のと考えています。また、跡施設となる現・真砂第一小学校、第

四小学校、高洲第二小学校の活用については、地元代表協議会で

要望を取りまとめており、要望を踏まえた上で、市全体としての

有効活用を検討していきます。なお、真砂第一中学校と第二中学

校の統合についてですが、要望書では、統合校に隣接する第二小



 

学校施設を統合校等の教育施設として活用していくこととなっ

ていますが、施設が大規模であるため、場合によっては教育施設

以外での活用も含めた検討をしていくこととします。要望と合致

しない部分となりますが、要望趣旨は現・第二小学校全体を子ど

ものために開放してほしいとのことでありますので、この趣旨は

尊重していきたいと考えています。統合後の学校規模ですが、平

成２３～２７年度の児童生徒数推計によると、いずれの学校でも

１２学級以上の適正規模校となります。最後に、今後の事務の進

め方ですが、学校長、ＰＴＡ、教育委員会事務局で組織する統合

準備会を設置し、統合校開校に向けた諸準備を進めるとともに、

統合校の施設改修実施に向けた業務を行っていきます。 

   岩 沼 委 員 真砂第一小学校と第四小学校の統合校を、現・第二中学校に

置くとのことで、施設は充実するかもしれませんが、中学校施設

を小学生が使用するということで、手洗い場の高さ等、児童のサ

イズに合わせた施設改修が必要なのでしょうか。また、跡施設の

利用について、教育関連以外への転用には制約があると聞いてい

ますが、今後、地元と協議するにあたり、例えば福祉施設等とし

ての活用要望が出た場合、対応できるのでしょうか。 

   企 画 課 長 中学校施設を小学校が使用するための施設改修としては、手

洗い、トイレを小学生が使用できるように改修するとともに、給

食の自校調理に対応できるよう、給食調理室を設置します。跡施

設としての活用については、建設または取得後１０年以上経過し

た学校施設の場合、公共的な施設への転用に対しての制約はほと

んどありませんが、民間へ売却する場合は、売却益の１／２を基

金等に積み立てることが、補助金返還不要の条件となる等の制約

があります。 

   和 田 委 員 中学校の統合は本市で初めてですが、中学校区単位で組織され

ている団体が多いことから、地域に及ぼす影響は大きいのではな

いでしょうか。調整を図りながら進めていただきたいと思います。 

   企 画 課 長 町内自治会等諸団体は中学校区単位で構成されている場合が

多いことから、統合に伴い諸団体の再構成が必要になると考えて

います。統合準備会においても課題としていますので、検討を進

めていきます。また、中学校ということで、特に受験を控えた生

徒への対応が必要なため、十分な準備ができるよう、統合までの

準備期間を１年半確保し、できるだけスムーズに統合できるよう

配慮しています。 



 

   梅 谷 委 員 今回要望書が提出された地区以外での話し合いの状況はどう

なっているのでしょうか。 

   企 画 課 長 美浜区で統合の話し合いは５地区で行われており、今回要望

書を提出した地区以外は、現在も話し合い継続中となっています。

「高洲・高浜地区」については、当初一体で、中学校の統合も視

野に入れた中での話し合いでしたが、地域コミュニティの違いか

ら二つの地域に分けて話し合うこととなり、そのうち、「高洲地

域」が今回合意に至ったものです。一方、「高浜地域」は、高浜

第二小学校と第三小学校統合で基本合意に至っており、今後、統

合の時期、場所等について協議していくこととなります。「磯辺

地区」については、統合する方向で話し合いを続けることになっ

たものの、通学区域や、企業庁が学校用地として確保していた土

地の売却計画の見極め等の検討課題があるため、それらの状況を

見ながら、進めていこうという状況です。「幸町地区」は、地区

内の幸町第四小学校が極めて小規模な学校となっており、統合の

必要性はある程度理解されているものの、教員配置等、統合後の

教育環境についての問題が議論されており、具体的な統合につい

ての話し合いは進んでいません。最後に、「稲毛海岸・高洲地区」

ですが、地区内にある広い土地に住宅建設が進む可能性が大きい

ことから、その情報収集を行うとともに、状況を見ている状態で

す。 

８ その他 

(1) インフルエンザの状況について、岩沼委員より質問があった。これに関連し、

次のとおり質疑応答等があった。 

   岩 沼 委 員 インフルエンザの状況について報告をお願いします。  

   保健体育課長 １０月２１日現在のインフルエンザによる学級閉鎖、学年閉鎖

を実施している学校は、小学校２９校５０学級、中学校１３校２

９学級、合計４２校７９学級です。これまでの累計では、小学校

７６校２３２学級、中学校４５校１９３学級、高等学校１校３学

級で、小学校では約６３％、中学校では約７９％、小中平均でも

約６８％の学校でインフルエンザによる学級閉鎖、学年閉鎖が実

施されています。ピークは１０月下旬～１１月上旬ではないかと

の専門家の意見もあり、今後、さらに増加する恐れがあると考え

ており、各学校へ注意を呼び掛けていきます。なお、市内の小学

生４人がインフルエンザにより入院しましたが、うち３人は既に

退院し登校しており、１人は集中治療室から一般病棟へ移ってい



 

ます。 

   岩 沼 委 員 学級閉鎖の期間は何日程度なのでしょうか。また、学級閉鎖

中の自宅学習による学習の進み方や、学級閉鎖明けのカリキュラ

ムへの影響はどうなっているのでしょうか。 

   保健体育課長 期間は２日から５日程度です。学習面については、各学校へ事

前に呼び掛けていたため、児童生徒への周知が図られており、学

級閉鎖により大きく停滞することはないものと考えています。 

   津田委員長 インフルエンザの流行は一向に収まる様子もなく増えていま

す。それらが全て新型インフルエンザなのか、季節型インフルエ

ンザと混在して発生しているのかについてはわかりかねますが、

小中学生、高校生に多く発症しているのを見ると新型なのではな

いかと思っています。予防接種用には新型と季節型で別のワクチ

ンが必要ですが、１０月１９日に医療関係者の接種用として配布

された新型のワクチンが、必要数確保されていない等、混乱も生

じています。そのような状況の中では、手洗い、うがい等による

感染防止、感染の拡大防止に努めることが重要です。 

   内 山 委 員 インフルエンザの影響で、行事等を中止にした事例はあります

か。 

   社会体育課長 スポーツ大会、イベント等について一律で中止との方針は採っ

ていませんが、感染拡大防止については十分な配慮をするよう関

係団体へ周知しており、小学生を対象とした２，０００人規模の

大きな大会である、尐年スポーツ連盟中央大会総合開会式を中止

とした事例があります。 

   生涯学習振興課長 現在のところ、公民館主催の文化祭で中止を決定したものはあ

りません。公民館では、消毒用アルコールを用意しており、その

活用を呼び掛けています。 

(2) 全国学力・学習状況調査の結果の公表について、指導課長より報告があった。 

   指 導 課 長 平成２１年度全国学力・学習状況調査の結果については、教育

委員会会議第９回定例会において報告したところですが、その公

表については（１）文部科学省の調査実施要領に「市町村教育委

員会が保護者や地域住民に対して説明責任を果たすため、当該市

町村における公立学校全体の結果を公表することについては市

町村の判断にゆだねること」と定められていること、（２）他政

令市においても、半数以上が数値をホームページ上に公表してい

る実態があることから、対応を検討してきました。その結果、調

査の目的のひとつである「調査結果を児童生徒個々の、教育指導、



 

学習状況の改善等に役立てる」との趣旨を踏まえ、市の平均正答

率の数値は公表せずに、全国・県・大都市の平均正答率との比較

を「◎」、「△」で示し、市全体の傾向を文書により表現する形で

ＨＰへ掲載することとします。なお、今後、各学校が結果の分析・

考察を行い、指導改善のために十分な活用を図ることができるよ

う、計画訪問等の機会を捉えて指導・助言を行っていきます。 

(3) 次回第１１回定例会は平成２１年１１月１８日（水）午後２時００分より開

催することと決定した。 

９ 閉会 

  津田委員長より閉会を宣言 


